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Ⅲ 学校教育 

１  学 校 教 育 の 推 進                       

(1)  教 育 実 践 の 活 動                         

ア 学校教育の指導方針 

   (ｱ) 知・徳・体の調和のとれた人間形成をめざし、創意と活力に満ちた特色ある学校づくりに

努める。 

(ｲ) 自他の生命や人権を尊重し、人間としての規範意識を育て、豊かな心をはぐくむ教育の

推進に努める。 

(ｳ) 自ら学び自ら考える力と謙虚に学ぶ姿勢、生涯にわたって学び続ける意欲や態度の育成

に努める。 

(ｴ) 自然に対する豊かな感受性をはぐくむとともに、環境保全に主体的に取り組む態度と能

力を養う教育の推進に努める。 

(ｵ) 我が国の文化と伝統を尊重するとともに、国際理解を深め、国際社会に生きる自覚と態

度を養う教育の推進に努める。 

(ｶ) 障害のある児童生徒の特性に応じた適切な指導をすすめるための、総合的な支援体制の

整備に努める。 

(ｷ) 教師としての資質と人間性を磨き、誇りと自信をもって教育に打ち込み、尊敬と信頼の

関係を築くことに努める。 

(ｸ) 楽しく学び合うことのできる、潤いと魅力のある教育環境づくりに努める。 

(ｹ) 学校と家庭、地域社会が担うべき役割を果たし、信頼と協調が得られるように相互の連携 

を深め、子どもたちが安全で安心できる体制づくりと、開かれた学校づくりに努める。 

イ 指導の重点   

(ｱ) 学校経営  

a 学校教育目標の具現化に向けて、全教職員の共通理解と協働体制を確立し、情熱と創意 

工夫によって指導の充実を図る。 

b 児童生徒の実態や保護者・地域の願いを踏まえた特色ある教育課程を編成し、実践する。 

c 責任体制を明確にし、効率化を図りながら、職責が遂行できるように努める。 

d 学校生活全般にわたる安全点検を常時行い、施設・設備の整備に努めるとともに、防犯・

防災体制の充実と安全意識の高揚を図る。 

e 教育のＩＣＴ化に対応し、情報の収集・活用に努めるとともに、個人情報の保護及び情報 

公開制度の趣旨を正しく受け止め管理の徹底を図る。 

f 幼保小や小中間の連携を図り、継続した支援ができる体制づくりに努める。 

g 学校経営に対する説明責任を自覚して、適切な情報提供や情報発信に努めるとともに、自

己評価や学校関係者評価を充実させ、教育活動の改善を図る。 

(ｲ) 教科・学習指導 

a 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、分かる・楽しい授業を生み出

す指導内容や指導方法・指導時間の工夫改善に努める。 

b 体験的な学習や問題解決的な学習を重視し、自ら学ぼうとする意欲を高めるとともに、自 

ら考える力の育成に努める。 

c 学ぶ意欲や態度を大切にした指導と評価のあり方を研究し、その実践に努める。 

d 児童生徒一人一人の理解の状況や習熟の程度などに応じたきめ細かな指導の充実を図る

とともに、家庭と連携して学習習慣の確立に努める。 

e 学習の中で自分の存在を認められる喜びを味わわせるなど、学習指導と生徒指導の一体化

を図る。 
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(ｳ) 道徳教育 

a 人間尊重の基盤に立ち、心のふれあいや道徳的な体験を重視し、思いやりの心や生命を尊

重する心をはぐくむ。 

b 自ら考え判断して、責任ある行動がとれるようにする。 

c 道徳の時間に対する教師の意識の高揚を図り、よりよい資料の収集と指導方法の工夫改善

に努める。 

d 道徳教育推進教師が中心となり、道徳の時間を核として、豊かな体験活動など他の教育活

動との関連を深めながら、全教職員が協力して計画的に取り組む。 

e 家庭や地域社会との連携・協力を密にし、地域ぐるみで児童生徒の道徳性の育成に努める。  

（ｴ） 小学校外国語活動 

a 「聞くこと」「話すこと」に指導の重点を置き、児童の活動意欲を引き出す資料や題材の

収集を行い教材開発に努める。 

b 外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする意欲と態度の育成に努める。 

c ＡＬＴ等の人材を効果的に活用し、外国の言語や文化について体験的に理解を深めること

ができるようにする。 

（ｵ） 総合的な学習の時間 

a ねらいや育てたい力を明確にした全体･年間指導計画を作成し、自ら課題を見つけ、より

よく問題を解決する資質や能力を育成する。 

b 教科等の枠を超えた横断的・総合的・探究的な学習となるようにする。 

c 人とのつながりを大切にし、言語活動の充実を意識しながら、地域の人と交流したり、友

達と共に学んだりする体験的、協同的な学びの実現に努める。 

(ｶ) 特別活動 

a 望ましい集団活動を通して、集団の一員としての自覚を深め、よりよい生活や人間関係を

築こうとする自主的・実践的な態度の育成に努める。 

b 活動・体験のねらいを明確にした全体計画や各活動･学校行事の年間指導計画を立て、自

発的･自治的な活動の質を高める工夫をする。 

c 朝や帰りの会・掃除・給食など、日常的な活動を大切にして、温かい集団づくりに努める。 

(ｷ) 生徒指導 

a 児童生徒一人一人の人格を尊重し、心のふれあいを基本とした学校・学年・学級づくり

に努める。       

b 基本的生活習慣の定着を図り、自律心と実践力の育成に努める。 

c 児童生徒理解や教育相談についての研修を深め、共感的な人間関係を基盤にした一貫性の

ある粘り強い指導を組織的にすすめる。 

d 日々の生活の中で、自己有用感や自己決定力を高める指導を工夫し、豊かな心と社会の一

員としての資質や態度の育成に努める。 

e 児童生徒の実態に即し、家庭や地域、関係機関と連携した指導体制づくりや、小中学校が

相互に連携した生徒指導体制づくりをすすめる。                      

   （ｸ） いじめ・不登校に対する指導 

a いじめを当事者同士だけではなく集団の問題としてとらえ、予防と早期発見に努め、毅然

とした態度でいじめ解消を図る。 

b 不登校は、どの児童生徒にも起こりうるという認識に立ち、児童生徒が「心の居場所」を

実感できるように配慮しながら、全職員が一致協力して人間味のある温かい指導に心がけ、

不登校をなくすように努める。 

c いじめや不登校の実態を具体的かつ継続的に把握するとともに、校内の「報告・連絡・相

談・確認」体制を確立し、「いじめ・不登校対策委員会」等の機能の充実を図る。また、安
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城市教育センターの相談室やスクールカウンセラー等の効果的な活用をすすめる。 

d ふれあいネット事業及び青少年健全育成会では、その意義や趣旨に立ち返り、一層の充実 

を図る。 

(ｹ) キャリア教育・進路指導 

a キャリア教育の視点で教育活動を見直し、その位置づけを明確にするとともに、教育活動

全体を通したキャリア教育の実践に努める。 

b 進路指導を生き方の指導ととらえ、キャリアガイダンス機能の充実や啓発的な体験活動を

通して職業観・勤労観をはぐくみ、自らの意志と責任で進路を選択する能力や態度の育成

に努める。 

c 持続可能な社会づくりのための担い手づくりを意識し、児童生徒の発達段階を踏まえた系

統的な指導が行えるように、校内組織と指導体制を充実し、学校と家庭・地域との信頼に

基づく、個に応じた指導をすすめる。 

(ｺ)  情報教育 

a 教育情報機器の活用を図り、学習効果の向上を図るとともに、児童生徒の情報活用能力の

育成に努める。 

b 携帯電話やインターネット利用における適切な態度や行動を身に付けるなど、道徳との関

連を図りながら情報モラル教育の推進を図る。 

c 安城市教育情報ネットの一層の活用を図り、教育活動の充実に努める。 

(ｻ)  環境教育 

a 環境首都を目指している安城市の取り組みを知るとともに、学校教育活動全体を通して環

境教育を推進し、環境問題への関心を高め、環境の保全やよりよい環境の創造のために主

体的に取り組む態度や能力の育成に努める。 

b 地域の実態に合った身近な環境問題を取り上げ、学校、家庭、地域社会との連携を通して

体験的な学習、問題解決的な学習をすすめる。 

c 持続可能な社会の構築につながる見方や考え方をはぐくみ、よりよい環境づくりに向けた

働きかけができる実践力を培う。 

(ｼ) 国際理解教育 

a 学校教育活動全体を通して国際理解教育を推進し、発達段階に応じて系統的に指導をすす

める。 

b 外国の人々の生活や文化を理解し、尊重するとともに、郷土や我が国の文化・伝統を大切

にする態度の育成に努める。 

c 学校外の人材の活用や体験的な学習への取り組みを通して、異なる文化や価値観をもつ

人々との関わり方や相互理解の重要性に目を向けさせ、国際的視野に立って平和と人類の

幸福に貢献しようとする姿勢をはぐくむ。 

    (ｽ)  外国人児童生徒教育 

a 外国人児童生徒の日本の学校教育への適応と日本語の能力向上を図るために、一人一人の

能力や実態の把握に努め、学年や能力に合わせた段階的・系統的な指導を全職員共通理解

のもとにすすめる。 

b 外国人児童生徒の母国文化や生活習慣を大切にする指導を心がけ、他の児童生徒の国際理

解に生かせるような活躍の場を設定するよう努める。 

c 進路に関する資料の収集や提供に努め、家庭と連携を図りながら、希望のもてる進路選択

ができるよう指導をすすめる。 

(ｾ) 学校図書館教育 

a 言語環境の基盤となる学校図書館の役割を明確にし、読書センター、学習･情報センター

としての機能を充実させる。 

b 学校図書館の利用指導を充実させ、学校図書館を積極的かつ効果的に利用できる児童生徒
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の育成に努める。 

c 読書活動を推進し、豊かな情操をはぐくむとともに、読書に親しむ児童生徒の育成に努め

る。 

d 読み聞かせや環境整備などにおいて、家庭・地域社会と連携し、地域の人材を活用して、

読書活動や図書館活用教育の推進に努める。 

(ｿ) 健康・安全教育 

a 学校教育活動全体を通して、児童生徒の心身の健康保持増進と体力の向上を図り、生涯を

通して健康で安全な生活を送るための基礎を養う。 

b 毎日の健康観察や児童生徒とのふれあいを充実する中で、心身の問題の早期発見・早期対

応を図るとともに、心の健康づくりに努める。 

c  「自分の生命は自分で守る」という自覚と態度を学年に応じて指導する。特に学校内外で

の生活安全・交通安全・災害安全に対する意識を高め、実際場面に生きる危険予測・回避

能力の育成に努める。 

d  学校給食を食に関して総合的に学習する場とし、感謝の心を育てるとともに、健康の自己

管理力を高める指導の充実に努める。 

(ﾀ) 人権教育 

a 人権尊重の精神を養い、人権感覚を身に付けた態度や行動がとれるようにするために、児

童生徒の発達段階に応じ、学校教育活動全体を通して計画的に学習をすすめる。 

(ﾁ) 特別支援教育 

a 特別支援教育コーディネーターを中心に、幼稚園・保育園、保護者、専門家、医療機関等

との連携を図りながら、一人一人の障害の種類や程度、能力、適性等を十分に把握する。 

b 実態を基に個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成し、全教職員で情報を共有しな

がら一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導に努める。 

c ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等、発達障害の障害特性や支援の方法に関する研修を推

進し、全教職員の共通理解による支援体制の整備に努める。 

ウ  少人数学級 

(ｱ) 目 的 

小学校１～３年生および中学校１年生において、学級規模の大きい学級の解消

を図り、学級を基盤とした生活指導と学習指導が一体となった、きめ細やかな指

導と個性重視の指導を実現する。  

(ｲ) 実施状況 

小学校１～３年生および中学校１年生において、各学級規模が概ね３０～３５

人以下になるように、本年度は、小学校１３校１８学級に市独自で常勤講師を配

置し、県の基準より１学級ずつ多い学級編成を行う。      平成２５年５月１日現在 
 

 児童数 学級数 平均人数 児童数 学級数 平均人数 児童数 学級数 平均人数

中 部 小 20 97 4 24.3 117 4 29.3

南 部 小 20 108 4 27.0 113 4 28.3

西 部 小 16 78 3 26.0

東 部 小 14 72 3 24.0 71 3 23.7

北 部 小 26 126 5 25.2 136 5 27.2 112 4 28.0

錦 町 小 20 95 4 23.8 97 4 24.3

志 貴 小 7 35 2 17.5

桜 井 小 22 127 5 25.4 111 4 27.8

作 野 小 24 105 4 26.3

祥 南 小 13 63 3 21.0

里 町 小 20 100 4 25.0

三河安城小 23 102 4 25.5 118 4 29.5 108 4 27.0

梨の里小 17 75 3 25.0 79 3 26.3

第３学年
小 学 校

第１学年 第２学年実学級数
(普通)
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エ 現職教育の推進と運営 

(ｱ) 組 織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(ｲ)  運 営 

ａ  方 針 

市教委は校長会、安城市教育研究会、安城市現職教育委員会などと一体化し、 

全教職員の研修を図る。 

ｂ  任 務 

●現職教育の運営、推進を図る。 

●基本方針並びに現職教育年間計画を策定する。 

●諸行事の連絡調整を図る。 

ｃ 常任委員会 

●校 長 会   代表（２名） 

●園 長 会   代表（１名） 

●教 頭 会   代表（２名） 

●教育研究会   代表（４名） 

●教   員   代表（２名） 

●市教委、教育センター（７名） 

 
 ・青少年問題協議会       ・青少年愛護センター 
 
 ・青少年健全育成連絡協議会    ・学区青少年健全育成協議会 
 
 ・中高生徒指導連絡協議会    ・小中学校ふれあいネット事業連絡協議会 
 
 ・図書館協会          ・視聴覚センター 
 
 ・特別支援教育推進協議会 
 

 

 
 各 校 現 職 教 育 委 員 会 
 
 

 
 安城市現職教育委員会 
 
 

 
校  長  会 

 
 

 
  学校保健会 
 
  中小学校体育連盟 
 
 

安城市教育委員会 

安城市教育センター 安 城 市 教 育 研 究 会 

教育研究実行委員会 
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(ｳ) 活 動 

ａ 各校・園の現職教育（平成２５年度） 
 

小 学 校 名              委嘱  研   究   主   題  

安 城 中 部 小                
自分の思いをもち、学び合い、認め合う中部っ子の育成 

― 子どもどうしの学び合いを深める授業づくり ―  

安 城 南 部 小               
自分の思いや考えを豊かに表現し、伝え合える南小っ子の育成 
― 言語活動を重視した取り組みを通して ―  

安 城 西 部 小              市  
生き生きと学び合う子の育成 
― かかわり合いを通して学びを深める授業づくり  ―  

安 城 東 部 小               
豊かな思いや考えを伝え合う子の育成 
― 確かな｢聞く・話す｣活動を基盤として  ― 

安 城 北 部 小               
自ら考え、ともに生きる子を求めて 
― 問題を見つけ、学び合い、達成感を味わう子どもを育てる授業をめざして ―  

錦 町 小              
市  

(発表 ) 
自ら学び続ける児童の育成 
― 出会い・体験、言語を重視した学習を通して ―  

高 棚 小               「ねえ、おしえて」と言える子 

明 和 小               
自己実現に向かって、主体的に学ぶ子の育成 
― 協同的に学ぶ授業づくりを通して ―  

志 貴 小               
自己肯定感を高める志貴っ子の育成 
― 学ぶ楽しさを実感できる授業づくり ―  

桜 井 小              
市  

(発表 ) 
生き生きと学び 確かな学力を身につける 桜井っ子の育成 

作 野 小               
自ら学び、高め合う 作野っ子の育成 
― ｢つけたし｣｢なるほど｣｢立ち止まり｣のある授業づくり  ― 

祥 南 小               
基礎・基本を確実に身につけ、自ら学ぶ児童の育成 
 ― すべての子の学びを保障する授業づくり ― 

丈 山 小               
自分の思いをもち、互いのよさを認め合いながら学びつづける子の育成 

― 学びを生かす学習活動の工夫 ― 

二 本 木 小               
学習を見通し、主体的に学ぶ子の育成 

― 思いや考えを認め合う言語活動を取り入れた授業を通して ―  

里 町 小               
 豊かに伝え、考えを高め合う 児童を目指して 

― 習得した知識・技能を活用する力を育む国語科指導の在り方 ―  

桜 町 小               
自分の考えを確かに表現できる子の育成  
― 豊かな感性、表現力をはぐくみ、自立をうながす教育活動の実践を通して  ―  

桜 林 小               
聞き合い、考えを深める子の育成 
― ことばを大切にした授業を通して ―  

新 田 小               
学ぶ喜びを見出し、明日を拓く新田っ子の育成 
― 伝え合い、聴き合いで考えを深める授業作り ―  

今 池 小               
個を伸ばし、学びを高め合う授業づくり 
― 子ども理解と、豊かな人間関係づくりを基盤として ―  

三 河 安 城 小              市  
 自分の思いや考えを伝え合い、学び合う子の育成 

―  一人一人が学ぶ喜びを実感できる授業作り ―  

梨  の  里  小   
 運動大好き！たくましい梨っ子の育成 
  ― できる喜びを味わえる体育学習を通して ― 
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中 学 校 名              委嘱  研   究   主   題  

安 城 南 中                 仲間とともに、学びを深める生徒の育成 

安 城 北 中               
学びを楽しむ授業の創造 
― 問題意識の創出・持続・発展をもとめて ―  

明 祥 中               
意欲をもち、進んで考える生徒の育成 
― 学びがつながる授業の工夫 ―  

安 城 西 中               「わかる・できる」授業づくり 

桜 井 中              市  
主体的に学びを楽しむ生徒の育成 

― かかわり合い、認め合うことから、「できた」、「わかった」への教師支援 ― 

東 山 中              
市  

(発表 ) 
心豊かで、活力のある生徒の育成 
― 思考・判断・表現を促す「言語活動の充実」を通して  ― 

安 祥 中               
「学級力」を高める授業づくり 
― 仲間とともに学び合える生徒をめざして ―  

篠 目 中               
「篠中愛」を育む学校づくり 
― やさしさとあたたかさを引き出す教師支援 ―  

  

安 城 幼 稚 園               
  人とかかわることが楽しいと感じる子の育成 

― 日常生活の中で、言葉を豊かにするための環境や、援助のあり方を探る ― 

安城北部幼稚園              
市  

(発表 ) 

  協同性を発揮して遊ぶ子の育成 
― 造形活動を通して 

友達とのつながりやかかわりの楽しさを感じる援助のあり方を探る  ― 

さくの幼稚園               
  友達とかかわって遊ぶことが楽しいと感じられる子の育成 

― 子どもの心を動かすような遊びの環境を考える ― 

東 栄 幼 稚 園               
  友達と気持ちを通わせ、あたたかい心を育む子の育成 

― 絵本の読み聞かせを通して  ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

新たな自分へのチャレンジ 伝え合い・学び合う 

地域の方から学ぶ 心と力を合わせて 
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ｂ  教育研究発表会 
   研究委嘱校の研究発表（錦町小、桜井小、東山中） 

ｃ 各種研修、講座、講演会 
 

 研  修   校長・教頭合同研修         教頭研修 

 教務主任研修（２回）        校務主任研修（２回） 

 指導員県外研修           保健主事研修 

 キャリア教育研修          学年主任研修 

 特別支援学級担当教員研修      学校事務職員研修 

 情報教育担当教員研修        小学校外国語活動研修 

 不登校対応教員研修         初任者研修（５回） 

 特別支援教育コーディネーター研修  ２年目教員研修（２回） 

 ３年目教員研修（２回）       教職基礎研修（３回） 

 養護教諭基礎研修（３回）      学校事務職員新規採用者等研修（７回） 

 幼稚園長研修            幼稚園主任研修 

 幼稚園教員研修           特別支援教員研修（幼） 

 教職員対 

 象講座 

 体育実技講座      図工実技講座      音楽実技講座 

 教養講座        小動物飼育講座     植物栽培講座 

 理科実験講座      教職基礎講座      教育実践講座 

コンピュータ活用講座（ワープロソフト活用、表計算ソフト活用初級・中級、

情報発信、プレゼンテーション、画像ファイル活用入門、校務支援ソフト入門） 

教育相談講座（子ども理解初級・中級）      防災学習講座 

 講 演 会            教育センター開所記念講演会  

  教育センター主催家庭教育講演会（市民向け家庭教育関係）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                小学校外国語活動研修 
         
 
 
 
 
 
 
 
     ３年目教員研修（授業研究会） 
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ｄ ふれあいスピーチ広場、音楽会､教育展準備､教育展、教育合同作品展（５年一巡で実施） 
 

内   容 目    的 特    色 

教育合同作品展 

    （平成 25 年度） 

 かがくのひろば・あし 

 あと展（特別支援学級・ 

 養護学校児童生徒作品） 

・児童生徒の表現活動の発表の場 

 として、その成果を展示する。 

・児童生徒の研究心の育成と科学 

 教育の振興ならびに情操の育成 

を図る。 

・市内小中学校全てが参加 

・「かがくのひろば」は「あしあと」
展と共催で毎年実施し、終了後各
学校への巡回展示､｢作品集録｣を
発行 

ふれあいスピーチ広場 

    （平成 26 年度） 

 

 

・児童生徒の日常の言語表現活動 
の発表の場として、その成果を 
示す。 

・話す・聞く能力の育成を図る。 

・市内小中学校全てが参加 

・創意工夫のある様々なスピーチ 

 形態 

音楽会 

    （平成 27 年度） 

 

 

 

 

・音楽教育への理解とその進展を 

 図る。 

・市内小中学校全てが参加し、４ 

ブロックに分かれ各２０分の舞
台を構成 

・８中学校吹奏楽の合同演奏 

・全体テーマをもとに各ブロック 

ごとにテーマをもって発表 

教育展準備 

   （平成 28 年度） 

・教育全領域にわたる児童生徒の 

追究の充実を図り、次年度に生か 

す。 

・児童生徒など広くアイデアを募 

り、次年度に生かす。 

教育展 

   （平成 29 年度） 

 

 

 

・児童生徒の日常の学習活動発表 

の場として、その成果を展示す 

る。 

・市の教育の現状や実態をもとに、 

学校教育、家庭教育の方向を示 

す。 

・市内全小中学校の学校紹介 

・創意工夫のある屋内・屋外展示 

・教育全領域にわたる児童生徒の 

作品、活動の様子の紹介 

 

ｅ 教育講演会 

  市内教職員の教養を高め、資質の向上を図る。 

ｆ 特別支援教育推進協議会 

  ●目  的  特別支援教育の推進を図る。 

  ●主な事業  特別支援教育の啓発と普及 

         障害のある児童生徒の調査及び研究 

         その他特別支援教育推進のために必要な事業  

オ 現職教育訪問   
 

 訪問の着眼点  ⑴ 特色ある教育課程の編成と実施の現状  
 ⑵ 学習指導の多様化、充実についての諸方策と実践  
 ⑶ 学習指導要領の趣旨をふまえた教育の実践  
 ⑷ 生徒指導上の問題点とその対策  
 ⑸ 安全教育＜交通安全・保健安全・安全管理＞への取り組みの状況  
 ⑹ 進路指導の現状と問題点  
 ⑺ 教育環境の整備状況  
 ⑻ 新規採用教員の研修状況  
 ⑼ 教職員の心身の健康  
 ⑽ 諸帳簿の記載、保管状況  

 実施期間  現職教育訪問 （５月～１１月）毎年各校１回  

カ 指導員訪問 

 各校の教科指導の現状や実態をもとに、教育の将来的展望に立ち、教育全般の

向上に寄与する目的をもって、現場教育の担当者から指導員を選任し、指導にあ

たっている。 
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国語、社会、算数･数学、理科、生活、音楽、図工･美術、体育、家庭、技術、英語、道

徳、特別活動、総合学習、生徒指導、図書館教育、情報教育、養護、特別支援教育の各指

導員で次のような訪問指導を実施している。 

 (ｱ) 年間指導計画に基づく計画訪問 

 (ｲ)  市教委と一体となった現職教育訪問 

 (ｳ)  各校の要請に応じる要請訪問 

 

⑵ 教 育 セ ン タ ー の 活 動                                 

ア 発  足  平成６年４月１日  

イ 運営方針 

市内幼稚園・小・中学校教育の研究・研修センター

として、教職員の研究活動の援助・推進を図るととも

に、安城市の教育文化の向上と振興を図る。 

 そのために、研修・調査研究・教育相談・教育情報

活用に関して、所員らが分担して研究活動の推進とさらなる活性化を図る。 

ウ 重点目標 

 「時代が求める教育課題への対応」と「蓄積された研究成果の活用」を主眼に置き、平成

２５年度学校教育の重点（「いじめ・不登校問題への対応」「特別支援教育の推進」「教職員の

資質向上」）並びに「学習指導要領」を踏まえ、学校における教育活動への支援事業の充実に

努める。 

(ｱ) 教職員として必要な実践的指導力と専門性を高めるため、それぞれの立場に応じた研修

を設定するとともに、自己の教育実践を見直す機会としての主体的な研修となるよう推進す

る。                                【研修事業】 

(ｲ) 学校教育が抱える今日的課題や長期的展望に立った課題について、教職員の資質向上に

つながるより実効性のある調査研究を進め、校内研修を支援する体制の充実を図る。    

                                【調査研究事業】 

(ｳ) いじめ・不登校や発達障害、就学に関する相談をはじめ、保護者や教職員のさま

ざまな相談に応じる。不登校児童生徒を支援するために、学校との連携を図り、適

応指導教室「ふれあい学級」の一層の充実を推進する。     【教育相談事業】 

(ｴ) より楽しい授業づくりや事務の効率化に寄与するために、教育関係情報の収集や共有

化を進めるとともに、安城市独自のコンテンツの提供および活用促進に努める。 

                                【教育情報活用事業】 

エ 組  織  

◇ 教育センター職員 

学校教育課長、所長、課長補佐兼管理係長、研究指導係長、指導主事(2)、社会
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教育指導員(6)、臨床心理相談員(2)、事務職員、夜間管理人(2) 

◇ 教育センター企画運営委員 

小中学校長会長、安教研会長、幼稚園長会長、安幼研会長、教務主任代表、教育相

談専門家、ＰＴＡ関係者、市教委生涯学習課長、青少年の家所長 

オ 事  業                                                      

 (ｱ) 教育研修 
                                                 
  ａ 市教委主催研修会の企画・運営 
 
  ｂ 希望参加による講座の開催 

（21講座右表） 
                                                 
  ｃ 各種講演会の開催 
 

 (ｲ)  教育調査研究                          
 
  ａ 文部省、県教委研究補助による研究 
                                                 
  ｂ 市教委指定研究による研究 
                                                 
    ●メディア教材制作研究 
            （２班、計８名） 
                                                 
    ●教師力向上支援研究（４名） 
 
    ●食育研究（８名） 
     
    ●校務支援ソフト活用研究（４名）         
 
    ●校務支援ソフト運用研究（４名）  
 
    ●防災教育研究（４名） 
                                                 
    ●郷土読本資料研究（４名） 
 
  ｃ 派遺研究生 

 ７名を愛知教育大学および附属岡崎小・中学校等教育研究機関へ派遣し研究を深め、

資質向上を図るとともに、研究成果を各小中学校の現職教育等へ還元する。 

  ｄ 自主研究グループ 

教員の自主的な研究活動の推進援助を図り、各自の力量を高めるとともに、相互の

親睦を図る。 

●作文の会              ●安城市の自然をさぐる会  

●子ども理解のための事例研究会    ●健康教育研究「はぐくみ」の会 

●「教師力」を高めるアドラー心理学  ●社会科見学に行こう  

●子どものよさを生かす学習支援の会  ●体育指導スキルアップセミナーＵｐｓ「アップス」 

  ｅ 教育研究論文の募集  

(a) 教科(学習指導一般を含む)  (b) 道徳  (c) 外国語活動  (d) 特別活動 

(e) 総合的な学習 (f) 生徒指導 (g) 情報教育 (h) 学校図書館  (i) 学校保健  

(j) 特別支援教育 (k) 教育一般(教育課程、学年学級経営、教育評価等) 

(l) 幼児教育   (m) 学校事務  

１ いきいき、基本の運動 

２ 図工指導の基礎基本 

３ 音楽指導の基礎基本 

４ 人生の達人に学ぼう 

５ 新美南吉について学ぼう 

６ 小動物飼育 

７ わくわく植物栽培 

８ 理科指導の基礎基本 

９ 学級経営入門 

10 板書のノウハウ 

11 私の授業・論文づくり 

12 ワープロソフト活用 

13 表計算ソフト活用初級 

14 表計算ソフト活用中級 
15 情報発信 
16 プレゼンテーション 
17 画像ファイル活用入門 
18 校務支援ソフト入門 
19 子ども理解初級 
20 子ども理解中級 
21 楽しく防災学習 

【教育センター開設講座】 
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ｆ 自作教材・教具の募集 

(a) 視聴覚教材（ビデオ、スライド、マルチメディア）  (b) 教具   

(c) コンピュータソフト 

ｇ 教職員の研究相談 

・研究・実践上の諸問題について、随時教職員の相談に応じる。 

・研究相談充実期間（５月１日～５月 24日、11月１日～11月 22日) を設け、教育研究

論文の書き方などの指導・援助を行う。 

・研究図書、資料提供、実践例の紹介、講師・研究校情報の提供を行う。 

ｈ 関係教育機関との連携研究 

 全国教育研究所連盟、東海北陸教育研究所連盟への加入により、先進的な研究の交

流を行い、本センターの研究について積極的に紹介していく。 

ｉ 研究紀要の発刊（第５０集） 

ｊ 研究報告書の発刊 

●第９６集 教師力向上支援研究「教師力向上ガイドブック改訂版」 

●第９７集 食育研究「食育指導計画作成の手引き」 

●第９８集 防災教育研究「学校地震防災マニュアル作成の手引き」 

ｋ その他、教育の今日的課題の調査研究  

 (ｳ)  教育相談 

ａ 来所相談 

  月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

ｂ 電話相談 
 
 
 

    月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

ｃ ふれあい相談 月曜日～金曜日 午前 10時～正午、午後１時～午後５時 

         相談内容に応じて親子並行面接を行う。 

ｄ 訪問相談（特別支援教育相談及び就学指導相談） 

  月曜日～金曜日  午前９時～正午、午後１時～午後５時（必要に応じて） 

ｅ 適応指導教室「ふれあい学級」の開設 

 不登校児童生徒の心の居場所を提供するとともに、適応指導、カウンセリングを行

う中で自立を援助する。 

月・火・水・金曜日  午前９時～午後３時 

木曜日        午前９時～正午 

ｆ 教職員相談          

月曜日～金曜日  午前９時～正午、午後１時～午後５時 

 
 心の電話 ０５６６－７６－９６７４ 
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 (ｴ)  教育情報提供 

ａ 教育情報の収集・提供（インターネットによる情報提供） 

●教育図書の充実と活用 

●教育図書 5,336冊  研究資料 8,109冊 

●教育関係文献目録の編集・発行 

●視聴覚資料の収集・提供 

16 ミリ映画フィルム   387本 

 購入ビデオ教材       137 本 

 自作ビデオ教材         119本 

 購入ＤＶＤ教材      31本 

ｂ 視聴覚機器の購入・貸出 

ｃ 教材の自作開発援助（右表） 

ｄ 教育機器利用講習会の開催 

●視聴覚メディア講習会 

ｅ 教育センター情報ネットワークに 

  よる教育情報の提供 

ｆ 教育センター所報「啐啄」の発行 

●教育センターの活動紹介、教育 

情報の提供 

 (ｵ) その他  

ａ 教科書センターによる教科書の常設展示 

ｂ 「かがくのひろば」の開催 

ｃ 全国、東海北陸教育研究所連盟との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       視聴覚センター                     かがくのひろば 

          メディア講習会  

 【平成２４年度制作自作ビデオ教材】 

 ・時代の継承者 ～三河万歳を守る人～    

         （中学２年 道徳） 

 ・鬼瓦を作る 鬼師 梶川さんのこだわり 

         （小学４年 社会） 

 【平成２４年度制作自作メディア教材】 

 ・江戸博士になろう 

 （小学６年 社会 CD-ROM 教材）  

 ・ごみのゆくえ 

 （小学４年 社会 郷土読本「安城」  

学習補助 CD-ROM 教材）  
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⑶  視聴覚センター                     
 
  ◎ 主な貸出機材               
 

・１６ミリ映写機    ４台 ・ＯＨＰ       ２台 ・液晶プロジェクター   ２台 
 
・DVD ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ １台 ・ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ   ２台 ・スライド映写機     １台 
  
・ＯＨＣ       ２台 ・書画カメラ      ３台  ・デジタルビデオカメラ  ２台   
 

 
 
 １６ミリフィルム・ビデオ利用状況（平成 24年度）  

 

利用団体 

１６ｍｍ ビデオ 合  計 

本

数 

割合 

(％) 
人数 

割合 

(％) 

本

数 

割合 

(％) 
人数 

割合 

(％) 

本

数 

割合 

(％) 
人数 

割合 

(％) 

学
校
教
育 

小中学校 0 0.0 0 0.0 157 55.3 8,788 48.1 157 43.9 8,788  27.6 

幼稚園 50 67.6 11,289 83.0 1 0.3 150 0.8 51 14.2 11,439 35.9 

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0  0.0 

小計 50 67.6 11,289 83.0 158 55.6 8,938 48.9 208 58.1 20,227  63.5 

生
涯
学
習 

保育園 5 6.7 500 3.7 50 17.6 5,756 31.5 55 15.4 6,256 19.6 

子ども会 0 0.0 0 0.0 9 3.2 1,108 6.1 9 2.5 1,108  3.5 

地域団体 19 25.7 1,809 13.3 31 10.9 1,406 7.7 50 14.0 3,215 10.1 

官公庁 0 0.0 0 0.0 34 12.0 983 5.4 34 9.5 983  3.1 

その他 0 0.0 0 0.0 2 0.7 80 0.4 2 0.5 80 0.2 

小計 24 32.4 2,309 17.0 126 44.4 9,333 51.1 150 41.9 11,642  36.5 

合計 74   13,598   284   18,271   358   31,869    

 
 
機器利用状況（平成 24 年度） 

利用団体 
機器 

備    考 
台数 割合(%) 

学
校
教
育 

小中学校 4 3.4   

幼稚園 25 21.4   

その他 0 0.0 高校大学等 

小計 29 24.8   

生
涯
学
習 

保育園 42 35.9   

子ども会 16 13.7   

地域団体 22 18.8 老人クラブ・町内会等 

官公庁 7 6.0 地区公民館・児童センター等 

その他 1 0.8 企業・専門学校・統括団体等  

小計 88 75.2   

合計 117     
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  幼稚園園児数 
 
    
   市立幼稚園          （平成２５年５月１日現在）（ ）は学級数 単位：人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   私立幼稚園  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（石橋幼稚園は満３歳児保育未実施） 
（慈恵・第二慈恵・愛知学泉大学附属・愛知学泉短期大学附属の各幼稚園は定員を超えているため、満3歳
児保育の受付はしない） 
 
 
 
 

 

 

 

幼 稚 園 名 定　員

安 城 80 (3) 89 (3) 86 (3) 255 (9) 294

安 城 北 部 53 (2) 51 (2) 54 (2) 158 (6) 196

さ く の 75 (3) 76 (3) 94 (3) 245 (9) 315

東 栄 56 (2) 59 (2) 55 (2) 170 (6) 196

合 計 264 (10) 275 (10) 289 (10) 828 (30) 1,001

３　歳 ４　歳 ５　歳 合　計

(4) (3) (3) (10)

(4) (4) (4) (12)

(3) (3) (4) (10)

(5) (4) (4) (13)

(5) (4) (4) (13)

(1) (4) (3) (3) (11)

0 0

(4) (3) (3) (10)

(3) (2) (2) (7)

(2) (2) (2) (6)

(1) (34) (28) (29) (92)

472
2,738

854 881 860 2,602

148 714 146 2,130
合 計

677 177 7336 1

7

120
310

90 115 118 323

41 81 37 203
第 二 慈 恵

48 42 740 0

0

315
113 122 101 336

20 77 24 25537 1020 0

0

81

11
280

92 70 74 236

2 72 2 225愛知学泉大学
附属桜井

85 7 680 0

0

8
209

73 74 66 213

3 64 2 205愛知学泉
短期大学附属

70 3 710 0

0

314
102 106 105 313

2 100 5 303愛知学泉大学
附属

99 3 104

0

10

84
320

100 100 98 300

23 66 32 216

316

二 本 木
72 28 771 1

2

慈 恵
76

2

17
330

106 100 124 333

3 115 9認定こども園
てらべ

101 5 973 0

3

4
350

76 82 82 242

1 80 2 238

169 137

306
310

と も え
75 1 812 0

５　歳

59 33

92

市内 市外 市内 市外

　　　 市内外

 幼稚園名

４　歳

59 53
石 橋

市内 市外

51 51

102

満　３　歳

市内 市外
定　員

３　歳 合　計

市内 市外

112

定　員

総 合 計 3,739

５　歳 合　計満　３　歳

7 3,4301,118 1,156 1,149

３　歳 ４　歳



　 　　小学校児童数 （平成２５年５月１日現在）
学年別

学校名 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 1 2 3 4 5 6 計

1 安城中部小 97 4 117 4 103 3 104 3 103 3 100 3 624 20 1 2 2 3 2 6 16 3 640

2 安城南部小 80 3 108 4 113 4 111 3 91 3 109 3 612 20 2 4 2 2 1 11 2 623

3 安城西部小 94 3 95 3 78 3 81 3 78 2 75 2 501 16 1 3 2 1 7 2 508

4 安城東部小 79 3 72 3 71 3 66 2 80 2 60 2 428 15 3 2 1 1 7 2 435

5 安城北部小 126 5 136 5 112 4 145 4 139 4 133 4 791 26 4 3 5 12 2 803

6 錦 町 小 95 4 97 4 106 3 98 3 106 3 98 3 600 20 1 1 2 2 6 3 606

7 高 棚 小 47 2 54 2 52 2 48 2 52 2 56 2 309 12 1 1 1 2 5 1 314

8 明 和 小 64 2 59 2 54 2 54 2 61 2 68 2 360 12 2 2 1 362

9 志 貴 小 22 1 35 2 20 1 33 1 26 1 21 1 157 7 1 1 2 1 159

10 桜 井 小 127 5 125 4 111 4 109 3 118 3 114 3 704 22 2 3 1 6 2 710

11 作 野 小 116 4 105 4 130 4 131 4 132 4 142 4 756 24 2 4 4 1 2 3 16 3 772

12 祥 南 小 63 3 58 2 44 2 75 2 56 2 72 2 368 13 1 1 3 5 2 373

13 丈 山 小 93 3 88 3 97 3 95 3 98 3 89 3 560 18 1 1 2 1 1 2 8 2 568

14 二 本 木 小 121 4 94 3 127 4 130 4 146 4 135 4 753 23 1 1 3 5 2 758

15 里 町 小 81 3 100 4 91 3 109 3 130 4 106 3 617 20 1 1 1 3 1 620

16 桜 町 小 114 4 128 4 102 3 97 3 116 3 132 4 689 21 2 3 1 1 3 3 13 2 702

17 桜 林 小 89 3 90 3 89 3 93 3 94 3 92 3 547 18 1 2 2 2 7 2 554

18 新 田 小 78 3 61 2 70 2 79 2 72 2 66 2 426 13 1 1 1 1 4 1 430

19 今 池 小 71 3 58 2 64 2 71 2 81 3 78 2 423 14 2 1 1 4 8 2 431

20 三河安城小 102 4 118 4 108 4 104 3 127 4 127 4 686 23 5 4 1 2 3 15 3 701

21 梨 の 里 小 90 3 75 3 79 3 87 3 71 2 88 3 490 17 2 2 2 2 8 2 498

1849 69 1873 67 1821 62 1920 58 1977 59 1961 59 11401 374 24 31 30 23 28 30 166 41 11567

　　中学校生徒数
学年別

学校名 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 1 2 3 計

1 安 城 南 中 282 9 291 8 304 8 877 25 3 4 2 9 2 886

2 安 城 北 中 290 9 321 9 319 8 930 25 4 5 4 13 2 943

3 明 祥 中 123 4 142 4 133 4 398 12 2 2 1 400

4 安 城 西 中 262 8 273 7 300 8 835 23 5 3 7 15 3 850

5 桜 井 中 191 6 186 5 211 6 588 17 7 5 4 16 3 604

6 東 山 中 284 9 241 7 270 7 795 23 1 2 3 6 2 801

7 安 祥 中 227 7 205 6 207 6 639 19 1 2 6 9 2 648

8 篠 目 中 257 8 284 8 264 7 805 23 8 2 4 14 3 819

1916 60 1943 54 2008 54 5867 167 29 25 30 84 18 5951

17268 541 250 59 17518

２　児童生徒と教職員

安城市小中学校　児童生徒総計

１年 ２年 ３年

特別支援学級学年別児童数
合　計

小学校計

中学校計

(1) 幼、小、中学校児童生徒数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 普通学級計 特別支
援

学級数

普通学級計 特別支援学級学年別生徒数
　合　計

特別支
援

学級数
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  ⑵  教 職 員 数             

（小中学校）                     （平成２５年５月１日現在）単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 女 男 女

安 城 中 部 小 1 1 8 19 1 1 9 22 1 1 1 1 1 1 1

安 城 南 部 小 1 1 7 17 1 1 10 18 1 1 1 1 1 1 1

安 城 西 部 小 1 1 7 13 1 1 1 10 15 1 1 1 1 1 1 1

安 城 東 部 小 1 1 4 13 1 1 1 7 15 1 1 1 1 1 1 1

安 城 北 部 小 1 1 10 20 1 1 3 11 26 1 1 1 1 1 1 1

錦 町 小 1 1 7 16 1 1 2 9 20 1 1 1 1 1 1 1

高 棚 小 1 1 4 12 1 6 13 1 1 1 1 1 1 1

明 和 小 1 1 6 9 1 7 11 1 1 1 1 1 1 1 1

志 貴 小 1 1 3 5 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1

桜 井 小 1 1 8 17 1 1 2 11 20 1 1 1 1 1 1 1

作 野 小 1 1 8 23 1 1 1 11 25 1 1 1 1 1 1 1

祥 南 小 1 1 6 11 1 1 1 9 13 1 1 1 1 1 1 1

丈 山 小 1 1 8 17 1 10 18 1 1 1 1 1 1 1 1

二 本 木 小 1 1 8 24 1 1 10 26 1 2 2 1 1 1 1

里 町 小 1 1 8 15 1 1 10 17 1 1 1 1 1 1 1

桜 町 小 1 1 11 15 1 2 12 19 1 1 1 1 1 1 1

桜 林 小 1 1 8 15 1 9 17 1 1 1 1 1 1 1

新 田 小 1 1 7 9 1 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1

今 池 小 1 1 7 13 1 1 10 14 1 1 1 1 1 1 1 1

三 河 安 城 小 1 1 8 22 1 2 10 25 1 1 1 1 1 1 1

梨 の 里 小 1 1 7 13 1 1 1 9 16 1 1 1 1 1 1 1

150 318 195 366

安 城 南 中 1 1 25 19 2 1 27 22 2 2 2 1 1 1

安 城 北 中 1 1 27 15 2 4 30 20 1 2 2 2 1 1 1

明 祥 中 1 1 12 7 1 2 15 9 1 1 1 1 1 1

安 城 西 中 1 1 21 17 2 5 25 22 2 1 1 1 1 1

桜 井 中 1 1 19 12 1 1 21 14 1 1 1 1 1 1 1

東 山 中 1 1 22 14 2 6 26 19 2 1 1 1 1 1

安 祥 中 1 1 18 13 1 4 21 18 1 1 1 1 1 1

篠 目 中 1 1 26 10 2 9 30 19 2 1 1 1 1 1

170 107 195 143

320 425 390 509

事
務
職
員

21 29

0 8

32 32 2929
745

34 18
899

6 2934

中 学 校 計

総 合 計

8 8 32

44

8

29

耳
鼻
科

薬
剤
師

277 338
13 0 13 10 10 8

計
栄
養
職
員

2

用
務
員

校　　　　医

学
校
医

歯
科
医

眼
　
科

　　　種別

 学校名

校
　
長

教
　
頭

教　　員

教 諭
養
教

市
講
師

県
講
師

小 学 校 計 21 21
468

21 18
561

412 21 21 2121 22 22 21
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69.3%

69.9%

16.2%

14.8%

平成23年度

卒業者数(1822)

平成24年度

卒業者数(1922)

  ⑶  中学卒業者の状況                       
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   ⑷  児 童 生 徒 数 推 計                        
 

 平成 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

小 学 校 11,668 11,567 11,598  11,655  11,712  11,842 

中 学 校  5,929  5,951  5,958  5,989   5,919   5,783 
  
 

３  心 身 の 健 全 育 成 活 動                               
 

  ⑴  学校教育関係体育行事                               

   ア 平成 25 度行事 

    ４月・安城市中学校春季陸上競技大会       ９月・各中学校体育大会 

    ５月・各小学校運動会                            ・安城市中学校新人体育大会 

７月・安城市中学校選手権大会        10 月・西三河中学校駅伝大会 

・西三河中学校選手権大会         11 月・愛知県中学校駅伝大会 

8 月・愛知県中学校選手権大会 

                                   

   イ 平成 24 年度児童生徒の体位平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 県平均及び全国平均については平成 23 年度の数値。 

私立高 

各種（通信制） 

専修・職訓 

家事 10.2％ 

就職・定時制 4.3％ 

各種（通信制） 

専修・職訓 

家事 10.8％ 

就職・定時制  4.5％ 

私立高 国・公立高 

国・公立高 

市平均 県平均 全国平均 市平均 県平均 全国平均 市平均 県平均 全国平均
男 115.7 116.3 116.6 20.9 21.0 21.3 64.5 64.8 64.9
女 115.4 115.8 115.6 21.0 20.6 20.8 64.3 64.5 64.4
男 122.0 122.0 122.6 23.9 23.6 24.0 67.5 67.6 67.7
女 121.1 121.7 121.6 23.2 23.3 23.4 67.0 67.4 67.2
男 127.9 127.6 128.2 27.0 26.5 27.0 70.2 70.0 70.2
女 126.9 127.3 127.4 26.3 26.4 26.4 69.7 70.0 69.9
男 133.1 132.9 133.5 29.9 29.6 30.3 72.4 72.3 72.6
女 133.2 132.9 133.5 29.7 29.4 29.8 72.5 72.4 72.7
男 138.4 138.7 138.8 33.8 33.6 33.8 74.8 74.9 74.9
女 139.3 139.8 140.2 33.4 33.0 34.0 75.5 75.6 75.9
男 144.7 145.0 146.2 38.4 37.9 38.0 77.6 77.4 77.6
女 146.1 145.0 146.7 38.7 38.3 38.8 79.2 79.2 79.2
男 151.9 152.2 152.3 43.6 43.7 43.8 81.1 81.1 81.2
女 151.5 151.5 151.9 43.4 42.9 43.6 82.2 82.1 82.1
男 159.2 159.5 159.6 49.2 48.5 49.0 84.8 84.8 84.9
女 154.1 154.6 155.0 46.4 46.8 47.1 83.4 83.7 83.9
男 164.6 164.7 165.1 53.9 53.6 54.2 87.8 87.9 88.1
女 156.0 156.3 156.6 49.9 49.7 49.9 84.8 85.0 84.9３年

中
　
学
　
校

小
　
学
　
校

５年

６年

１年

２年

座　　　高　　　㎝

４年

区　　　分
身　　　長　　　㎝ 体　　　重　　　㎏

１年

２年

３年
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   ⑵  学校保健           

   学校保健会  

    目 的  学校教育における保健衛生の普及、推進  

    表 彰  よい歯の子表彰を毎年実施  

    組 織  学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校長、保健主事、養護教論  

         その他学校保健関係者  

    行 事  学校保健大会（研究発表・表彰）  

         よい歯の子募集  

 

  ⑶  独立行政法人日本スポーツ振興センター  

    心身ともに健康な児童･生徒の育成に資することを目的とし､学校安全の普及  

   充実と災害共済給付関係の事務を行っている。  

   学 校 安 全  学校安全については当会の災害共済給付事務に伴う災害報告  

          書による児童・生徒の災害の事例、実態を把握し、これを調査  

          分析し学校安全の充実に役立てている。  

           また、この資料については、毎年発行の「児童・生徒 発育 

          と健康状態」に編集登載している。  

   災害共済給付  災害共済給付については、学校の管理下で発生の災害につい  

          て（１件５,０００円以上）、センターへの医療費の請求を行っ  

          ている。また、死亡見舞金、障害見舞金の制度もある。  

 

  ⑷  生徒指導推進の組織                        

 

                                 環境浄化活動     青少年 

                                 街 頭 指 導                愛護センター 

                                 相 談 活 動             

 

 

学習活動 

特別活動    校内生徒指導部会     各小中学校        校長会  

（学級活動）                    ふれあいネット事業   安城市小中学校  

                                               ふれあいネット事業 

 

 

 

                                             中高生徒指導  

                                             連絡協議会  

 

 生 徒 指 導 部 会                  

 安城市教育研究会 
 
 

 

安城市青少年愛護 

センター運営委員会 
 
 

 

 小学校  区青少年  

 中学校  健全育成協議会  
 
 

 

 運営委員会 

 職 員 会           

 校 長           
 
 

 

安城市教育委員会 
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４ 野外教育活動                 

 

 目 的  自然に囲まれた環境の中で、豊かな人間性の育成を図る。 

キャンプ場  安城市作手高原野外センター  安城市茶臼山高原野外センター 

開設年月日  昭和４７年４月  昭和５８年４月 

所 在 地            愛知県新城市作手白鳥字本宮辻 1 番地 4 
  
  電話 0536-37-2107 

 長野県下伊那郡根羽村 3370 番地 42 

 
  電話 0265-49-2627 

所 在 地 の 

緯度・経度 

 北緯  34°55′35.3″ 
 東経 137°25′35.4″ 

 北緯  35°13′17.9″ 
 東経 137°39′28.4″ 

環   境  本宮山山系の山並みが連なる標高 550m 

 の地、ウグイス等の野鳥が鳴き、杉・桧 
 等の美林と山あいを流れる豊かな清流に 
 囲まれた好適地である。 

 標高 1,415m の茶臼山山頂からは、北東に 

 南アルプス連峰、北西には御嶽山・恵那 
 山が眺められ、夏なお涼しく、まわりは 
 ブナ・ナラ等の落葉・広葉樹林におおわ 
 れた植物性の宝庫であり、豊富な昆虫類 
 が生息する自然恵まれた景観の地である。 

自 然 観 察           

登山コース 

 群生する植物と生息する各種昆虫類の生 

 態観察や採集とともに、体力の増強を図 
 り、健全な精神の鍛練をめざして、本宮 
 山自然観察登山コースを設けた。 

 天竜奥三河国定公園の指定を受ける、茶 

 臼山高原では 50ha におよぶ原生林の中の 
 散策コースがあり、山頂からは雄大な南、 
 中央、北アルプスの山並みが遠望できる。 

標高・面積  標高  550m   面積 約３万㎡  標高  1,294m    面積 約 5.5 万㎡ 

安 城 市 

か ら の 
距離・時間 

 距 離 約５６ｋｍ 

 時 間 約１時間３０分（自家用車） 

 距 離 約８５ｋｍ 

 時 間 約２時間３０分（自家用車） 

施設の概要  ・キャンプ場 ・ファイヤー場 
 ・避難棟（鉄筋コンクリート２階建て 
      995 ㎡） 
 ・多目的スポーツ広場 
 ・屋外便所（２ケ所、各 53.76 ㎡) 
 ・体力テスト場（２） 
 ・ランニングコース 
 ・炊事棟（２ケ所、各 56.70 ㎡) 
 ・油庫 ・休憩場 ・まき小屋 
 ・休憩広場 ・水遊び場 
 ・テント 60 張（ 300 人収容） 

 ・キャンプ場 ・ファイヤー場 
 ・避難棟（鉄筋コンクリート２階建て 
      894 ㎡） 
 ・浴室棟（281.12 ㎡） 
 ・運動広場（２ケ所） 
 ・屋外便所（２ケ所、各 53.07 ㎡） 
 ・ランニングコース 
 ・炊事棟（２ケ所、各 56.70 ㎡) 
 ・油庫 ・まき小屋 
 ・テント 60 張（ 300 人収容） 
 ・炭焼き窯 

利 用 状 況           小 学 生           一般等 計 中 学 生           一般等 計 

平成 24 年度 2,159   854 3,013 2,105  240 2,345 

平成 23 年度 2,179   438 2,617 2,202  233 2,435 

利 用 者            本市小学５年生が自然教室で利用 

 及び一般利用 

 本市中学１年生が自然教室で利用 

 及び一般利用 

周辺施設等  本宮山・つくで手作り村 

 鬼久保ふれあいひろば・亀山城址 
 歴史民族資料館・長ノ山湿原・鳴沢の滝 

 茶臼山展望台・小鳥の森・アテビ平 

 萩太郎山・愛知県野外活動ロッジ 
 国民休暇村・茶臼湖 
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５  就学・奨学制度                   
 

⑴  奨 学 金 制 度                

能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等学校の就学が困難な者に対し

て必要な資金を支給する。 

   また、平成１４年２月から、主たる生計維持者の失職等の事由で家計収入激減 

  し、高等学校の就学が困難な者に対しての緊急奨学金制度を開始した。 

   ・奨学金の額  ９,０００円以内／月額 

   ・奨学生の状況 
 

年 度  人   数  支 給 額                備       考 

 

２３  

      人  

４８  

        千円  

５，１８４  

 

 

２４  ４５  ４，７５２  

 

 

 

⑵  私立高等学校等授業料補助                                    

 私立高等学校等に在籍する者の保護者に対して、授業料の補助を行うこ

とにより、保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等の原則を確保し、

あわせて私立高等学校等の教育振興に寄与することを目的とする。  

・補助金の額 世帯の所得により年額１２,０００円または１８，０００円を上限

とする。 

 

年 度  人   数  支 給 額                

２３  

 

      人  

 ９１８  

 

       千円  

  １２，６４１  

２４     １，０２７ １３，５６７  

 

⑶  就学援助               

  経済的理由によって就学困難な児童生徒に対し、学用品・学校給食費・修学 

旅行等の費用を援助し、義務教育の円滑な実施を図る。 

                              （平成２４年度） 

区  分  
小  学  校  中  学  校  

人 数  金   額  人 数  金   額  

学 用 品 費 等              

     人  

  ４３８  

       千円 

   ５，７１３ 

     人 

   ３１４ 

       千円 

   ７，２８７ 

修 学 旅 行 費                 ９３     １，８４２    １１７    ４，９４３ 

学 校 給 食 費                ４３８    １７，５２６    ３１４   １４，１９２ 

医 療 費                  ０         ０      ０        ０ 

新入学用品費     ６３       ８５６     ９７    １，９７０ 
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  ⑷  特別支援教育就学奨励 

  特別支援学級へ就学する児童・生徒のうち、保護者の負担能力の程度に応じて経 

 済的負担を軽減し、学校教育の普及奨励を図る。 

                                 （平成２４年度） 
 

区  分  
小  学  校  中  学  校  

人 数  金   額  人 数  金   額  

 学 用 品 等              

     人  

１１４  

       千円  

３ ,４６７  

     人  

５５  

       千円  

２，４７３ 
 

 

  ⑸  幼稚園就園奨励                      

  幼稚園教育の振興に資するため、保護者の所得状況に応じて、私立幼稚園設置者

に対して授業料等を軽減するために要する経費に対して助成し、また、市立幼稚園

についても授業料を減免する。（平成１７年度より私立幼稚園授業料補助と統合） 
 

年 度  
公     立  私     立  

人 数  減 免 額  人  数  助 成 額              

２２  
人  

２２ 

千円  

１，９２３  

人  

２，２４０  

千円  

１４７，５６１  

２３  ２３  １，５３９  ２，２９６  １４４，５１９  

２４  １３  １，１１８  ２，３２０  １３９，７０３  

 

 
 

  ⑹  幼稚園第三子無料化 

     保護者が、児童（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をい

う。）を３人以上養育している場合に、その３番目以降の児童にかかる授業料等を無

料とし、子育て家庭の経済的負担を軽減する。（平成２３年７月から実施） 

年 度  
公     立  私     立  

人 数  免 除 額  人  数  助 成 額              

２３  
人  

８１ 

千円  

６，３３７ 

人  

２３１  

千円  

１８，０５７  

２４  ８８  ８，６６０  ２４７  ２８，５２９  
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６    学 校 施 設 の 設 置 状 況                            
                                                           （平成25年5月1日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ ）特別支援学級・再掲 

開設 生徒数 プール

年度 （人） 建物地 運動場 その他 計 校 舎 第1体育館第2体育館　　ｍ

１ 安城中部小 Ｍ41 640 23 (3) 10,874 15,311 26,185 6,158 698 25×10

２ 安城南部小 Ｍ41 623 22 (2) 8,536 10,848 19,384 4,609 690 25×10

３ 安城西部小 Ｍ41 508 18 (2) 5,213 23,494 867 29,574 4,991 650 25×10

４ 安城東部小 Ｍ41 435 17 (2) 5,372 8,646 14,018 3,996 692 25×10

５ 安城北部小 Ｍ41 803 28 (2) 9,836 11,425 21,261 5,578 736 25×10

６ 錦 町 小 Ｓ29 606 23 (3) 10,207 12,501 394 23,102 5,121 920 25×10

７ 高 棚 小 Ｍ41 314 13 (1) 7,500 8,612 256 16,368 3,559 680 25×10

８ 明 和 小 Ｍ41 362 13 (1) 7,137 10,301 787 18,225 3,645 626 25×10

９ 志 貴 小 Ｓ36 159 8 (1) 5,253 9,714 14,967 2,697 513 25×10

10 桜 井 小 Ｓ35 710 24 (2) 11,425 7,335 18,760 7,782 1,144 25×10

11 作 野 小 Ｓ44 772 27 (3) 8,031 13,819 21,850 6,192 710 25×10

12 祥 南 小 Ｓ46 373 15 (2) 9,117 13,667 22,784 4,201 680 25×10

13 丈 山 小 Ｓ46 568 20 (2) 7,770 10,610 1,704 20,084 4,315 682 25×10

14 二 本 木 小 Ｓ47 758 25 (2) 8,063 10,716 18,779 6,293 681 25×10

15 里 町 小 Ｓ54 620 21 (1) 7,626 12,741 20,367 5,632 693 25×10

16 桜 町 小 Ｓ55 702 23 (2) 10,515 10,565 21,080 8,567 699 25×10

17 桜 林 小 Ｓ56 554 20 (2) 9,749 10,061 19,810 4,326 695 25×10

18 新 田 小 Ｓ57 430 14 (1) 9,946 13,414 23,360 4,384 717 25×10

19 今 池 小 Ｓ61 431 16 (2) 9,693 9,444 19,137 5,812 720 25×10

20 三河安城小 Ｈ14 701 26 (3) 12,439 6,570 19,009 8,484 1,227 25×10

21 梨 の 里 小 Ｈ18 498 19 (2) 11,582 8,583 20,165 7,925 1,217 25×10

11,567 415 (41) 185,884 238,377 4,008 428,269 114,267 16,070

１ 安 城 南 中 Ｓ24 886 27 (2) 16,315 19,819 36,134 8,782 1,356 762 25×15

２ 安 城 北 中 Ｓ24 943 27 (2) 16,104 19,886 35,990 8,518 1,353 794 25×15

３ 明 祥 中 Ｓ22 400 13 (1) 17,964 15,753 2,376 36,093 5,703 1,346 728 25×15

４ 安 城 西 中 Ｓ34 850 26 (3) 11,758 16,172 27,930 8,618 1,346 777 25×15

５ 桜 井 中 Ｓ22 604 20 (3) 15,943 12,982 475 29,400 6,694 1,312 600 25×13.6

６ 東 山 中 Ｓ50 801 25 (2) 14,750 20,035 34,785 6,662 1,358 600 25×15

７ 安 祥 中 Ｓ56 648 21 (2) 19,051 13,786 598 33,435 6,406 1,346 600 25×15

８ 篠 目 中 Ｓ58 819 26 (3) 14,911 15,519 30,430 7,768 1,346 600 25×15

5,951 185 (18) 126,796 133,952 3,449 264,197 59,151 10,763 5,461

１ 安 城 Ｓ27 255 9 1,790 1,056 2,846 1,488 ―

２ 安 城 北 部 Ｓ41 158 6 1,270 2,649 3,919 1,112 ―

３ さ く の Ｓ44 245 9 2,352 1,794 4,146 1,531 ―

４ 東 栄 Ｓ54 170 6 2,025 1,675 3,700 1,294 ―

828 30 7,437 7,174 14,611 5,425

中 学 校 計

幼 稚 園 計

校 地 面 積 （㎡） 建 物 面 積 （㎡）　　　　 種別
 学校名

学 級 数

小 学 校 計
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７  学 校 給 食             

 

  (1) 学校給食の目標（学校給食法第２条）                                       

ア 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。  

イ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことがで

きる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。  

ウ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。  

エ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命

及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

オ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解

を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。  

カ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。  

キ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。  

  

 (2)  学校給食の組織                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 一般物資納入業者 
 
 

 
(公財)県学校給食会 
 
 

 
 指 定 業 者           
 
 

 
  給 食 係 
 
 

 
 物 資 検 討 会             
 
 

 
 安城市施設管理協会                     
  （ 調 理 委 託 ）                 
 
 

 

  給 食 課 
 
 

 
 給食主任者会               
 
 

 
 献 立 研 究 会             
 
 

 
 学校給食共同調理場運営委員会                               
 
 

 
 安 城 市 教 育 委 員 会                     
 
 

 
 南 部 調 理 場               
 
 

 
 中 部 調 理 場               
 
 

小学校(９)… 安城中部・安城東部・安城北部・志貴・ 

作野・里町・桜町・新田・今池 

中学校(４)… 安城南・安城北・東山・篠目 

幼稚園(４)… 安城・安城北部・さくの・東栄 
保育園(23)… 安城・あけぼの・南部・西部・和泉・東端   

城ケ入・東部・高棚・志貴・小川・さくら   
二本木・ゆたか・えのき・みのわ・新田   
赤松・三ツ川・みその・桜井・錦・作野 

小学校(12)… 安城南部・安城西部・錦町・高棚・明和・

桜井・祥南・丈山・二本木・桜林・三河安

城・梨の里 

中学校(４)… 明祥・安城西・桜井・安祥 

 
 北 部 調 理 場               
 
 

配 
 

送 
 

委 
 

託 



－32－ 

  (3)  調理場施設及び調理数                           

 

施 設 名             北 部 調 理 場                     中 部 調 理 場                     南 部 調 理 場                   

所 在 地            安城市池浦町曲尺手65  安城市福釜町笠松１  安城市和泉町南梶25 

開 設 時 期              昭和６２年４月    平成２１年８月    平成１９年９月 

敷 地 面 積               ６,１６０㎡     ３，４１１㎡    ６，２３５㎡ 

建 物 面 積               ２,４１４㎡     ２，３３５㎡    ３，４９４㎡ 

建 設 費              ８８０,５４７千円 
１，５９４,０２８千円 

（旧南部調理場解体整備費含む） 
  ２，０７０，０００千円 

調 理 能 力             １０,０００食／日    ５,０００食／日 １０,０００食／日 

給 
 
食 
 
数 
 
等 

小 学 校   ９校 ５，２７９食      ―――  １２校 ６，９４７食 

中 学 校   ４校 ３，６６０食 ―――   ４校 ２，６６３食 

幼 稚 園 ――― ４園    ８８２食 ――― 

保 育 園 ―――  ２３園  ３,４８７食 ――― 

合   計      ８，９３９食       ４，３６９食       ９，６１０食 

※給食数は、平成２５年４月1日現在 

 

  (4)  給食実施計画                 

       （平成２５年度） 

小 学 校 １８９回 

中 学 校 １８９回 

幼 稚 園 １８３回 

保 育 園 ２３３回 

 

 

 

 (5)  食に関する指導（栄養教諭４名、学校栄養職員２名） 
①  児童生徒への個別的な相談指導（偏食、痩身願望、肥満、食物アレルギー等） 

②  栄養教諭・学校栄養職員により小学校1、3年生全クラスを対象とした食の授業

及び給食時の指導、中学校１年生全クラスを対象とした学級活動における食の授業

や、食生活学習教材などを利用して小中学校を対象とした講師活動、学校保健委員

会及び献立表・給食ポスターによる啓発活動を推進し栄養指導を展開。 
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(6)  給食費の推移                 
                                 （１人１食当たり） 

    区分 

年度 
小学校 中学校 幼稚園 保育園 改正時期 

Ｓ43   45円   55円   ７月 

44 50 60   〃 

45 57 68   〃 

46 60 71   〃 

47 60 71   60円  ４月 

48 75 85 75  ７月 

49 100 115 100  〃 

50 120 140 120  〃 

51 130 150 130  〃 

52～54 140 165 140 73.82円 〃 

55 155 185 150 82.46 〃 

56～58 162 192 155 87.02 10月 

Ｓ59～Ｈ２ 175 205 162 94 〃 

３～５ 185 220 170 97 〃 

６～10 200 235 190 97 ６月 

11～20 215 250 195 100 10月 

21～25 235 270 200 105 ４月 
 
 

(7)  給 食 内 容             

   ○主 食 

     ・米 飯……… 週３回以上 

     ・パ ン……… 週１回程度（米粉パン･････２ヵ月に１回） 

     ・め ん……… 月１～２回（ソフトめん・うどん・ラーメン・きしめん） 

   ○牛 乳 

     毎食。栄養素が総合的にかつバランスよく含まれており、特にカルシウムが多

く、成長期の子供には欠かせないものとなっている。 

○副 食 

     摂取基準を満たすように主食と組み合わせ、食品構成基準に基づいて食材を選

択し、季節（旬）のもの、行事食、地場産物等を取り入れた献立を作成。 

 

 (8)  アレルギー対応 
      学期毎の牛乳アレルギー対応牛乳代返金事務の他、毎月、食物アレルギー対応児

童･生徒の保護者用としてアレルギー物質原因原材料含有状況表、献立材料一覧表、

卵・乳・小麦・大豆の配合割合表を各学校へ別途送付し、学校、家庭との情報交換

等連携を図っている。  

また、物資選定の際には、できるだけアレルゲンの少ないものを選定している。 


